
③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見【固定資産税】 付番の現最大値を表示

修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要

否

（質問・報告）

対応内容 質問内容
区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

563 372 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

13
資本金又は出

資金の額
②：要件変更 ①：新規意見 資本金又は出資金の額

「資本金等の額」を「資本金又は出資金の

額」へ変更し、１円単位としているが、通し№

23（帳票№２８）では、「資本金等の額」で

１００万円単位となっており、整合性が取れ

ていない。

⑧：業務精度向上

「資本金等の額」を「資本金又は出資金の額」へ変更し、１円単位としているが、通し№

23（帳票№２８）では、「資本金等の額」で１００万円単位となっており、整合性が取

れていない。

ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

563/1806/2

634/564/18

07/2635/56

5/1808/263

6

○ 修正 報告

・「資本金又は出資金の額」の桁数については、法人住民税側の定義と同様に14桁に修正いたします。

※これまで百万円単位かつ7桁管理と定義されておりました。

・帳票レイアウトを「資本金等の額」を「資本金又は出資金の額」とし、単位についても「百万円単位」から「一円単位」とする。（WT検討結果

の反映漏れの修正。）

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1778 1004 固定資産税 帳票レイアウト 13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

7
住所又は納税

通知書送付先
⑥：表現の見直し ①：新規意見 住所（又は納税通知書送付先） 住所（納税通知書送付先） ⑥：住民サービス向上

今回、新規で「公簿上の住所又は所在地」が追加されたことにより、本項目との差異が分

かりにくくなったため。

<帳票通しNo.14,15,23も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 1778/1660 ○ 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

修正前：住所（又は納税通知書送付先）

修正後：住所（納税通知書送付先）

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1779 1005 固定資産税 帳票レイアウト 13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

新規

住所又は納税

通知書送付先

（ふりがな）

②：要件変更 ①：新規意見 住所又は納税通知書送付先（ふりがな） 住所又は納税通知書送付先（フリガナ） ⑦：業務効率化

システム管理上、カタカナの方が主流であると思われるため。（eLTAX上の様式もカタカナ

の記載を求めている。）

<帳票通しNo.14,15,23も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 ○ 修正 報告 ご意見を踏まえて住所、氏名の平仮名表記の「ふりがな」を片仮名表記の「フリガナ」とする。

※住記・収納管理でも片仮名表記としていたところ。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1780 1006 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

1 年度 ②：要件変更 ①：新規意見 フォントサイズ11 フォントサイズ13 ⑦：業務効率化
遡及年度の修正申告を受領することも多く、年度表記は重要な情報のため。

<帳票通しNo.14~No.24も同じ＞
―

④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 ○ 修正 報告 ご意見を踏まえて年度のフォント表記を１３ポイントとする。

その

他
修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1783 1009 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

3
発行者（地方

団体の長等）
⑥：表現の見直し ①：新規意見 発行者（地方団体の長等）

（案１）：申告先

（案２）：提出先
⑥：住民サービス向上

申告書は納税義務者から地方団体が提出を受けるものであり、本来地方団体が「発行」

するものではないため、項目名称を見直す必要があるのではないでしょうか。※ただし、通し

No.29償却資産課税台帳（閲覧用）については、地方団体が発行していると言い得る

ものと認識している。

<帳票通しNo.19,20も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 ○ 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

修正前：発行者（地方団体の長等）

修正後：申告先（地方団体の長等）

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1785 1011 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

新規
記入不要の案

内
①：要件追加 ①：新規意見 ー

「電算処理方式」の場合にのみ下段の評価額

～税額、件数を記載すればよい旨の案内文を

追加する。（例：市の申告書の案内文）

⑥：住民サービス向上

標準仕様書2.0版の償却資産申告書レイアウトは白一色であるため、納税義務者が記

載すべき部分と記載しなくてもよい部分の区別がつきません。例えば、様式下段の評価額

～件数部分は、電算処理方式を採用する納税者のみ記入が必要であり、一般処理方

式を比較的多く採用している個人事業者又は小規模法人には記載不要なものです。その

ような項目が明示できるように案内文を記載するのはいかがでしょうか。

<帳票通しNo.14,15も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 ○ 要検討 質問 ご意見のとおり記入不要の旨の記載を追加するか要検討。

ご意見を踏まえ、別紙の枠線のとおりに反映したいと思いますが、いかがでしょうか。（帳票連番1785シート）

・表題の「※」の追記

・欄外に「※印欄は企業の電算処理による申告をする方のみ記入してください。」を追記。

賛

成

賛

成

賛

成

賛

成

賛

成

※の他に、下段部分は網掛けにすることはできま

せんか？

賛

成

賛

成

賛成です。 賛

成

賛

成

問題ありません。 反映してよい。 賛

成

その

他

追加

【事務局方針】

賛成多数のため、以下の対応とする。

ーーーーー

償却資産申告書について、

・表題の「※」の追記

・欄外に「※印欄は企業の電算処理による申告をする方のみ記入してください。」を追記。

「帳票連番1785」シート参照

ーーーーー

償却

1786 1012 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

11
個人番号または

法人番号
⑥：表現の見直し ①：新規意見

個人番号は印字せずに、法人番号のみを印

字する。

マイナンバーの登録がある場合は「******」を

印字し、登録がない場合は空白とすることがで

きる。

⑥：住民サービス向上

帳票印字項目・諸元表の備考の記載によれば、常に個人番号は印字しないことと解釈で

きます。しかし、これでは納税者が自らの個人番号が地方団体に登録されているか確認す

ることができず、申告の都度本人確認資料を添付する必要が生じかねません。また、地方

団体にとっても個人番号の登録有無について納税者から問合せを受ける時間が増加しか

ねないため、1.0版の記載を復活させるべきではないでしょうか。

<帳票通しNo.14,15,23も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 ○ 要検討 質問 WTでも議論していた箇所のため、再度検討。

ご意見のとおり、閲覧用の償却資産申告書についても、他の償却資産申告書（申告用の帳票）と同様に以下の記載とするか確認させてくだ

さい。

「マイナンバーの登録がある場合は「******」を印字し、登録がない場合は空白とすることができる。」

反

対

実運用としてマイナンバーの登録有無を判断する

ためにシステムが、住民情報を検索している。職

員の権限でマイナンバーにアクセスできるかの制

限を行っており、一般の職員（窓口対応）はア

クセス自体できないように制限しているため、基本

的に「*」をシステムで表示する為のアクセス権限

も一般職員には与えていない団体が多い。

そのため、「申告用（及び控え、閲覧用）の帳

票」に個人番号を「*」で印字できる事との記載

がされてしまうと、実運用上の問題が生じる。

「申告用（及び控え、閲覧用）」のいずれの帳

票も「法人番号」までの表記としていただきたい。

賛

成

賛

成

賛

成

賛

成

賛

成

賛

成

賛成です。 賛

成

賛

成

問題ありません。 同様の記載でよい。 賛

成

その

他

修正

【事務局方針】

賛成多数のため、以下の対応とする。

ーーーーー

閲覧用の償却資産申告書についても、他の償却資産申告書（申告用の帳票）と同様に以下の記載とする。

「マイナンバーの登録がある場合は「******」を印字し、登録がない場合は空白とすることができる。」

ーーーーー

償却

1796 1022 固定資産税 帳票要件 13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

①：要件追加 ①：新規意見

・電算処理フラグの設定の有無を指定できるこ

と。

・サマリ入力フラグの設定の有無を指定できる

こと。

・電算処理フラグの設定の有無を指定できるこ

と。

・サマリ入力フラグの設定の有無を指定できる

こと。

・申告種類（eLTAX申告の有無）を指定で

きること。

⑧：業務精度向上
出力条件に電算処理とサマリ入力が追加されるのであれば、eLTAXについても追加する

必要があるのではないでしょうか。

①申告方法別の件数把握をするのに使用するた

め。

②eLTAX申告者に対しては、送付する申告案内

書類一式が異なる団体があるため、印刷物の出

力条件・山分けのキーととしてeLTAX申告の有無

があった方が良いと考えます。

※当市の場合、eLTAX申告者に対しても、申告

書・申告案内を送付していますが、種類別明細

書は送付していません。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

1796/1797/

1798/1799/

1800/1801/

1802/1803/

1804/1805

追加 報告

以下の帳票について、次の出力条件を追加いたします。

「・申告種類（eLTAX申告の有無）を指定できること。」

・償却資産申告書

・種類別明細書

・申告はがき

・種類別明細書（閲覧用）

その

他

追加

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。

※「償却資産課税台帳（閲覧用）」、「申告案内」にも追加。

償却

2235 1213 固定資産税 帳票要件 13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

②：要件変更 ①：新規意見

・前年度又は一定期間（複数年度）の課税

標準額が一定額以下の納税義務者を抽出す

る際の課税標準額を指定できること。

・前年度又は一定期間（複数年度）の決定

価格が一定額以下の納税義務者を抽出する

際の決定価格を指定できること。

⑧：業務精度向上

課税標準額を出力条件とした場合、例として新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に

おける課税標準の特例措置適用者のように、特例等の適用が無い場合免税点以上とな

る納税義務者に対し申告書等を送付することができなくなる。よって決定価格を出力条件

とする。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

2235/2236/

2237/2238/

2239/2240/

2241/2242/

2243/2244/

2245/2246/

2247

修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

修正前：

・前年度又は一定期間（複数年度）の課税標準額が一定額以下の納税義務者を抽出する際の課税標準額を指定できること。

修正後：

・前年度又は一定期間（複数年度）の決定価格が一定額以下の納税義務者を抽出する際の決定価格を指定できること。

賛

成

修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。

※資料３　連番2187の議論を踏まえて、以下の条件を実装してもしなくても良い出力条件として追加する。

・前年度又は一定期間（複数年度）の決定価格が一定額以下の納税義務者を抽出する際の決定価格を指定で

きること。

償却

2640 1286 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

担当者コード及

び整理番号
①：要件追加 ①：新規意見

納税義務者番号以外に担当地区または既

存・既存以外を区分
⑦：業務効率化

担当者コード（担当地区）または整理版坊（既存・既存以外）を区分し、台帳の整理

を行っている。

申告書の受付、賦課処理等を円滑に仕分けが

出来る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2
2640/2641/

2642
要検討 質問 要否をWTにて検討

償却資産申告書に以下の項目をあらかじめ印字する必要があるか確認させてください。

・担当者

・前年度申告有無

反

対

・担当者

　→団体独自の運用のため、標準仕様としての

記載は不要と考えます。

　　また、担当者コード自体がシステムの要件に

含まれていません。

・前年度申告有無

　→申告課税のため、申告が行われている前提

で考えている。

　　未申告者に対しては個別に対応しています。

賛

成

反

対

現状は必要ありません。 不要です。 賛

成

その

他

現在の当市の運用では、納税義務者番号以外

の管理番号（事業者ごとに異なる1～9000、

20000～等の番号）を事業者ごとに附番・印

字し、担当者や既存・既存以外の区分け等を

行っており、その管理番号順に申告書の保管を

行ったりなど重要な番号となっております。

以上のことから、「担当者」に任意の管理番号を

入力できるのであれば、「担当者」は必要です。

「前年度申告有無」については、印字してもしなく

てもよいです。

その

他

担当者については必要であり、前年度申告有無

については特段不要であると考えます。前年度申

告有無をご活用の団体様があれば、活用方法

をご共有いただければ幸いです。

その

他

・納税義務者に対して、担当者を設定していない

ため、担当者の項目を利用することは特にない。

・当市の業務運用上、前年度の申告の有無を

申告書に印字しておくことにより業務効率が改善

されることが特にないため、この印字項目を利用

することは特にない。

その

他

担当者は毎年変わる可能性がある項目であるた

め、印字なしにすべきと考えます。前年度申告有

無は職員が申告書を処理する際に役立つと思わ

れるので印字ありでいいと考えます。

必要ない。 賛

成

現行でも問い合わせの対応や申告書の仕分け

のため、担当者名を記載しています（地区コード

ごとに担当者を決定し管理）。

前年度の申告の有無を審査の過程で確認して

いるため、あれば有用と考えますが、申告ありの

場合は前年度の申告区分（増減OR電算）も

確認しているため、申告区分の印字のほうが望ま

しい。

※年度によって、申告方法が異なる場合があり、

システムの登録方法を変更する必要があるため。

その

他

追加

【事務局方針】

どちらの印字項目も必要とする団体と不要とする団体に分かれているため、実装してもしなくても良いの印字項目として

追加する。

・担当者

・前年度申告有無

なお印字する場合は「備考（添付書類等）」に印字することとする。

償却

3039 1396 固定資産税 帳票要件 13
償却資産申告

書ほか
①：新規意見

主な出力条件

・電算処理フラグの設定の有無を指定できるこ

と。

・サマリ入力フラグの設定の有無を指定できる

こと。

・前年度又は一定期間（複数年度）の申告

の有無を指定できること。

・事業種目を指定できること。

・非課税類型の設定の有無を指定できること。

・特例類型の設定の有無を指定できること。

1.0版No.18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38

第2.0版案にて以下の出力条件が追加されています。

・電算処理フラグの設定の有無を指定できること。

・サマリ入力フラグの設定の有無を指定できること。

・前年度又は一定期間（複数年度）の申告の有無を指定できること。

・事業種目を指定できること。

・非課税類型の設定の有無を指定できること。

・特例類型の設定の有無を指定できること。

上記出力条件全てを1団体で使用することは（少なくとも中小団体に於いては）無いと考

えられます。

また、複数の出力条件を使用するにしても、組合せが多くなる分、印刷回数も増えることと

なり、印刷作業の効率が悪くなります。

税務共通機能要件に「1.10.1.3. 印刷イメージデータの出力においては、帳票印刷作業

の都合に合わせて、当該帳票の出力項目を用いて山分け条件やソート順を設定できるこ

と。」と記載されていることから、当該帳票も出力条件自体は最低限（「年度」のみ等）と

し、上記条件は各団体の帳票印刷作業の都合に合わせて「山分け条件」や「ソート順」と

して選択できることとして頂きたいです。

要確認 3039/3191 要検討 報告 各団体の運用を実現するために追加したところ。

APPLIC税TF宛に2025年までに実現できるか確認中。

その

他

変更無し

【事務局方針】

これまで、出力条件に対するAPPLICのご意見は個別に対応（実現性評価など）しており、適宜要件緩和をしていた

ところ。

下記APPLIC回答は全帳票を対象としており、個別具体的なご意見ではないため対応しないこととする。

【APPLIC回答】

当帳票だけに関わらず全ての帳票において、全ての条件を完全に実装することは困難です。

標準化の意義の一つとして、「運用をある程度画一化することでシステムを統一すること」があると考えますが、この仕様

だと各市町村の運用をすべて踏襲しシステムが複雑化するように見受けられます。

市町村の規模や特色に対しての配慮は重要だと考えますが、すべての市町村の機能を踏襲する必要性は無いと考え

ています。

そういう意味で「【主な】出力条件」については、あくまで参考情報の位置付けですべてを完璧に満たす必要はないと考

えます。

償却

3147 1479 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
13

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

5
納税義務者番

号
⑥：表現の見直し ①：新規意見 13桁 15桁 ⑧：業務精度向上

税共通のデータ要件にて15桁で管理している為、納税義務者番号、通知番号13桁→

15桁への桁拡張をお願いいたします。他帳票も同様。

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 修正 報告 他税目と揃えた桁数といたします。

※15桁とする方針です。

賛

成

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1012 606 固定資産税 帳票レイアウト 15
償却資産申告

書
20 備考 ①：要件追加 ①：新規意見 １８　備考（添付書類等）

１８　備考（添付書類等）

該当する場合は、チェックしてください。

□資産に増減なし

□該当資産なし

□課税標準の特例名称（

）

□転出・廃業・解散・その他

（　　　　　　　年　　　月　　　　日）

⑦：業務効率化

申告書の多くは資産の増減がないため、効率的な処理にはチェック欄を設けることが有効

である。

その他のチェック項目については、記入方法の問い合わせが多いため。

納税義務者に該当があればチェックを入れてもら

う。

申告書の半数以上はいずれかにチェックが入る想

定である。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度2 ○ 要検討 質問 WT構成員に要否確認

業務効率化のため、備考欄の枠を一部減らした上で、以下４つの申告欄を設ける必要があるか確認させてください。

①　□資産に増減なし

②　□該当資産なし

③　□課税標準の特例名称（　　　　　　　　　　　）

④　□転出・廃業・解散・その他

（　　　　　　　年　　　月　　　　日）

反

対

(電子申告等）申告された内容と、当該チェック

がつけれられた内容との整合性チェックが必要とな

るため、従来と同じような作業は無くならないと考

えている。

業務効率化にそこまでの効果は見込めないと考

えられる。

賛

成

その

他

☑することと、〇をつけること、それほど変わらな

い。どちらでもよい。

申告欄がある方といいです。 賛

成

「資産増減あり」の欄も設けてほしいです。 賛

成

現在の当市の申告書には①②④を記載している

ため、必要な情報であると考える。

なお、④はチェックと年月日の記入だけではなく、

どの事由か分かるように事由を〇で囲む（または

事由ごとにチェックボックスを設ける）様にしていた

だきたいです。

※現在の当市の④は「休業、廃業、解散、市外

転出、名称変更、住所変更、法人成」選択

欄、「異動年月」欄を設けている。

賛

成

・定型文として標準仕様に規定されれば、AI-

OCR読取りに活用できる可能性がありますので、

賛成です。一方で、備考欄の記載可能量を減ら

すことは避けたいところです。

・そこで、現在の申告書（規則様式第26号）

の右上に配置されている項番8～項番11の項

目（※）を削除の上、空いたスペースに左記の

定型文を挿入する等、レイアウトを工夫するのは

いかがでしょうか。

※項番8～項番11の項目は、償却資産の事務

において特段活用されておりません。大多数の納

税者にとっても無関係の項目であると考えられ、

「この項目はどのような意味か？」「個の項目に

は、どう記入すればよいか？」といった問い合わせ

をいただくことが少なからずある状況です。申告書

の記載事項として必要かどうか、整理する意義が

あると考えております。いくつかの項目を残すとして

も、少額減価償却資産や中小企業特例の適用

資産有無等を設けることとすれば、調査事務等

に活用できると考えます。

その

他

当市では、現状、申告書の備考欄はプレ印字で

対応しているため、システム帳票レイアウトに左記

の欄を設ける必要は特にない。ただし、今後プレ

印字を取りやめる可能性もあるため、備考欄の

印字内容を適宜、修正できるようにしていただけ

るとありがたい。また、当市では以下の内容を備

考欄にプレ印字している。

備考欄プレ印字内容

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－

該当する項目に○をつけてください。

１．資産増減あり　２．増減なし　３．該当

資産なし

４．廃業・解散・転出等　（平成・令和　 年

月 日）

５．相続・事業継承・合併等　（平成・令和

年 月 日）

　　（新所有者名

）

　　（住所

）

　　（個人番号・法人番号

）

賛

成

職員の業務効率化に繋がると考えられるので賛

成です。

必要はないが、あれば業務の効率化となる。 賛

成

現行も左記のような記載枠を設けており、確認の

ため有用と考えます。

なお、AI-OCRにて読み取りが可能となるようにし

ていただきたい。

⑤に「名称変更、住所変更」を追加していただき

たい。

今後AI-OCRを導入し、送付先の宛名の変更

が必要になるか等を判断したいため。

その

他

追加

【事務局方針】

賛成多数のため、以下のとおり反映いたします。

業務効率化のため、備考欄の枠を一部減らした上で、以下４つの申告欄を設けることとする。

①　□資産に増減なし

②　□該当資産なし

③　□課税標準の特例名称（　　　　　　　　　　　）

④　□転出・廃業・解散・その他

（　　　　　　　年　　　月　　　　日）

償却

2999 1366 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
15

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（汎用紙）

1 年度 ③：要件削除 ①：新規意見
本帳票は省令様式上の色指定に従うものとす

る。

本帳票は省令様式上の色指定に従うものとす

る。

　

の記載を削除ください。

⑤：過剰な要件

汎用紙印字に対する色指定は、システムからのかラー印字を求める仕組みでシステム負荷

が高くなる可能性が高いことやカラー印刷のためのプリンタ利用を強いることは全体費用面

で過剰な要件であると判断しております。

備考欄に本帳票のみ色指定を行う旨が記載されていますが、汎用紙でありながら他の帳

票と用紙の共有ができず、調達面等で余分なコストがかかることが予想されます。

標準化を機会として色指定をなくすことはできないのでしょうか。

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4

2999/2703/

2702
○ 要検討 質問 WT構成員に要確認 汎用紙の償却資産申告書、種類別明細書について、色指定をなくすことで業務上支障がないか確認させてください。

賛

成

支障ありません。 賛

成

その

他

問題はない。 支障ありません。 その

他

種類別明細書に関しては減少・増加の区別をつ

けるため色指定を残してほしいです。

賛

成

賛

成

特段の支障はないと考えます。 賛

成

賛

成

問題ありません。 支障はない。 賛

成

その

他

修正

【事務局方針】

賛成多数のため、以下のとおり反映いたします。

汎用紙の償却資産申告書、種類別明細書について、色指定をなくす。

償却

3000 1367 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
17

種類別明細書

（増加資産・

全資産用）

（専用紙かつ

複写式）

8 資産コード ⑥：表現の見直し ①：新規意見 資産コード

資産コード

　

「物件番号」または該当する機能要件の項目

名に変更願います。

　

※種類別明細書（増加資産・全資産用）

（専用紙かつ複写式）　など、他要件も同

様。

⑧：業務精度向上

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

一品資産のキーとなる情報であるため、項目名の整合性を保つ必要があると理解してい

る。

優先度2 修正 報告 ご意見を踏まえて、種類別明細書の「資産コード」を「物件番号」に変更する。

賛

成

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

225 96 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
18

償却資産申告

書（償却資産

課税台帳）

（専用紙かつ

複写式）

新規
所有者情報

引抜き用番号
①：要件追加 ①：新規意見

引抜き処理用の連番

本項目は、スペースのみを設けて欄を設けな

い。

印字有無を団体が選択できること。

⑦：業務効率化
納税通知書と同様に償却資産の申告書についても引抜き・差し替え作業を行う必要があ

るため。
償却資産申告書の引抜きに使用する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

225/228/23

1/233/234/

235/236/23

7/238/239/

240/241/24

2/243/244/

245/246

追加 報告 償却資産申告書、種類別明細書、申告案内、申告案内（催告）について、以下の項目を追加する。

・引抜き用番号

その

他

追加
【事務局方針】

引き抜き用の番号は帳票印字項目として記載しない方針となったため、対応しない。
償却

3026 1383 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
19

種類別明細書

（増加資産・

全資産用）

（汎用紙）

4
所有者情報_

所有者名
⑥：表現の見直し ①：新規意見

「行数（繰り返し）：2」、「桁数/行：

40/2」
「行数（繰り返し）：2」、「桁数/行：40」 ⑧：業務精度向上

諸元表の読み方についてご教示ください。

例えば「No.19_種類別明細書（増加資産・全資産用）（汎用紙）」の「項番4_所

有者情報_所有者名」には「行数（繰り返し）：2」、「桁数/行：40/2」と記載されてい

ます。この場合は、１行あたり40文字印字し、最大2行印字する（最大40×2=80文字

印字する）という認識でよろしいでしょうか？

この記載には違和感があるため、下記のように統一していただきたいです。

「行数（繰り返し）：2」、「桁数/行：40」

優先度2 修正 報告 ご意見のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3053 1410 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
19

種類別明細書

（増加資産・

全資産用）

（汎用紙）ほ

か

①：新規意見 種類別明細書の「摘要」

1.0版No24,27

機能要件では、下記の通り記載されています。

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税

類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

摘要欄に「一品ごとの特例類型、非課税類型」を印字するように

記載されていますが、諸元表においては

種類別明細書（増加資産・全資産用）の「摘要」

　　⇒『欄内の印字なし』

種類別明細書（減少資産用）の「摘要」

　　⇒『一品明細の摘要』

と、仕様が一致していません。

「摘要」欄に何を印字するのか明記してください。

要確認 修正 報告

ご意見を踏まえ修正する。

種類別明細書の「摘要」における諸元表の内容欄について、「枠内の印字なし」の記載を削除し、「一品ごとの特例類型、非課税類型等を印

字」とする。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1784 1010 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
20

種類別明細書

（減少資産

用）

新規 注意 ①：要件追加 ①：新規意見 ー
減少明細の紙面下に記載されている「注釈」

を記載する。
⑥：住民サービス向上

種類別明細書（増加資産・全資産用）には注意書きが設けられているが、種類別明細

書（減少資産用）にはない状況です。必要な注意書きを行うことで、納税者・地方団体

双方の修正コストの低減が期待できるのはではないでしょうか。

<帳票通しNo.14,15も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 追加 報告 ご意見のとおり注意書きを追加する。 追加

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1809 1035 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
20

種類別明細書

（減少資産

用）（専用紙

かつ複写式）

16
対象品目の申

告年度
②：要件変更 ①：新規意見 対象品目の申告年度 対象品目の申告年度（ブランク設定可能） ⑧：業務精度向上

申告資産が多い場合、毎年eLTAX連携や全資産パンチ取り込みを行うケースがありその

度に申告年度が更新されてしまうのでブランク設定を可能にした方が良いと考えます。

なお、左記の通し番号は、Ver2.0の帳票要件における通し番号を記入しています（ご提

供いただいた資料のうち、帳票レイアウトと印字項目・諸元表は、Ver1.0の番号が記載さ

れたままになっていますが、本意見表では統一性を持たせるためVer2.0の通し番号を使用

しています。）

I市では申告年度の利用はほぼしていませんが、

内容を確認する際に紛らわしいため。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2
1809/1810/

1811
要検討 質問 WT構成員に必要性を確認。

申告用の種類別明細書（減少資産用）について、資産一品ごとの「申告年度」欄をブランクにして、出力する機能が必要であるか確認させて

ください。

【I市宛の確認事項】

「…毎年eLTAX連携や全資産パンチ取り込みを行うケースがありその度に申告年度が更新されてしまう…」とありますが、固定資産税システム

上で管理している申告年度が種類別明細書（減少資産用）を取り込みことによって、誤った申告年度に更新されてしまうケースがあるという認

識でよろしいでしょうか。

反

対

電子申告での全資産申告は、全件削除→追加

であり、毎年申告し直しを行っているものと考えて

います。そのため、申告年＝課税年で問題無い

と考えています。

「減少分の種類別明細書」を利用する団体は、

全資産申告では無いため、申告年が書き換わる

ことは想定していません。

「減少分の種類別明細書」の申告年度は、シス

テムに反映しない項目として捉えています。

申告年を修正する場合は「修正用の明細書」を

使用しています。

＜用語の意味は以下の使い分けを行っています

＞

減少：もとから、どれだけ減るかを入力する。

修正：最終的にどうなったかを入力する。

賛

成

その

他

不要。 必要ありません。 賛

成

賛

成

※当市では「申告年度」は利用していません。

（申告者にも記載する必要はないと案内してい

ます。）

G市では「申告年度」を様式に設けていないた

め、I市様の提案内容の詳細を把握しきれている

わけではございませんが、「申告年度」の意図しな

い更新を防ぐために左記の機能が必要であると

考えます。

その

他

　当市では、減少資産用の種類別明細書を使

用していないため、詳細は不明。ただし、I市さん

の提案のとおり、eLTAX連携や全資産パンチ取

り込みを行った場合は、ブランク機能が無いと申

告年度が正しく表示されない問題が発生すると

思われる。なお、eLTAX連携の場合は、問題の

根本がeLTAX連携の仕様がこの問題に対応し

ていないことにあるように思われるため、eLTAX側

の仕様を変更することは出来ないのであろうか？

その

他

減少資産の取り込みはプレ申告を前提としている

ため出来ていません。

eLTaX連携や、全資産パンチ取り込みによって

全資産明細を取り込むと更新がされてしまうという

意味になります。

I市宛の確認事項のケースである場合は必要かと

思われる。

賛

成

現行システムの電子申告データの取込みでは、

資産１品ごとの申告年度は取込みしていませ

ん。

3.1.17「電子申告情報登録（eLTAX連

携）」の仕様次第と考えていますが、項目として

必須のものと考えていません。

その

他

変更なし
【事務局方針】

反映しないこととする。
償却

263 130 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
22

種類別明細書

（増加資産・

全資産用）

（専用紙かつ

複写式）

5

様式

○枚のうち、○

枚目

②：要件変更 ①：新規意見
（全体頁数）枚目のうち、

（現在頁数）枚目

（全体頁数（※））枚目のうち、

（現在頁数）枚目

※「１納税義務者のすべての区の種類別明

細書の合計枚数のうち○枚目」や「行政区ごと

の種類別明細書の合計枚数のうち○枚目」

等、各自治体の運用にあわせて指定できる。

⑦：業務効率化

当市では、１納税義務者で複数の行政区がある場合は、１納税義務者のすべての区の

申告書及び種類別明細書を一つの封筒で送付するために、「１納税義務者のすべての

区の種類別明細書の合計枚数のうち○枚目」とする必要があると考えています。

当市といたしましては、「１納税義務者のすべての区の種類別明細書の合計枚数のうち○

枚目」や「行政区ごとの種類別明細書の合計枚数のうち○枚目」等、各自治体の運用に

あわせて柔軟に対応ができるようにソート条件等により設定できるようにしていただきたいで

す。

「○枚のうち、○枚目」の印字について、「１納税

義務者のすべての区の種類別明細書の合計枚

数のうち○枚目」や「行政区ごとの種類別明細書

の合計枚数のうち○枚目」等、各自治体の運用

にあわせて指定できるようにしていただきたい。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度2

263/264/26

5/267/268/

269

○ 追加 報告

ご意見を踏まえて、指定都市要件（25_5-3_【第2.0版案】機能要件（指定都市）_固定資産税.xlsx）に以下の要件を追加する。

3.1. 償却資産課税台帳管理

複数の行政区内に本社や事業所が存在する場合、種類別明細書を、行政区ごと分けた上で１つの納税義務者に集約して出力できること。

その際、ページ番号については以下の表記となること。

「行政区ごとの種類別明細書の合計枚数のうち○枚目」

＜要件の考え方・理由＞

１納税義務者のすべての行政区の償却資産申告書及び種類別明細書を一つの封筒で送付する運用を想定したもの。

その

他

追加

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。

※指定都市要件8.1.に追加

償却

3080 1437 固定資産税 帳票要件 23

償却資産課税

台帳（閲覧

用）

⑥：表現の見直し ①：新規意見
「備考」

（空欄）

「備考」

出力条件の「対象となる時点」とは、償却資産

課税台帳の履歴情報を閲覧用に出力する場

合、指定する条件である。

⑧：業務精度向上 対象となる時点とは、どのような意味合いかを明確化していただければと思います。
履歴情報について情報開示請求があった場合に

指定する。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2

3080/3105/

389/3085/3

106

追加 報告

ご意見を踏まえて、「償却資産課税台帳（閲覧用）」,「種類別明細書（閲覧用）」について、帳票要件の主な出力条件及び備考欄を以

下のとおり修正いたします。

修正前：

＜主な出力条件＞

・対象となる年度を指定する。

・対象となる時点を指定する。

・対象となる納税義務者を指定する。

・電算処理フラグの設定の有無を指定できること。

・サマリ入力フラグの設定の有無を指定できること。

・前年度又は一定期間（複数年度）の申告の有無を指定できること。

・事業種目を指定できること。

・非課税類型の設定の有無を指定できること。

・特例類型の設定の有無を指定できること。

・前年度又は一定期間（複数年度）の課税標準額が一定額以下の納税義務者を抽出する際の課税標準額を指定できること。

＜備考欄＞

空欄

修正後：

＜主な出力条件＞

・対象となる年度を指定する。

・対象となる納税義務者を指定する。

＜備考欄＞

出力条件の「対象となる年度」とは、償却資産課税台帳の履歴情報を閲覧用に出力する場合、指定する条件である。

その

他

機能要件3.1.12および本書面会議の資料3：

連番3251の記載内容から、「種類別明細書

（閲覧用）」は次年度向け償却資産申告書を

送付する際に同封する運用も想定されていると

思われますが、本項目の対応内容（出力条件

を大幅に減らしていること）からは次年度向け申

告書発送時に相当数出力する想定ではなくなっ

たと読み取れますが、運用想定を変更したので

しょうか？

当市では、「種類別明細書（閲覧用）」は次

年度向け償却資産申告書と合わせて送付してお

り、閲覧用を見て減少資産の種類別明細書を

作成してもらうことから、送付する想定でなくなって

しまうと処理に支障をきたしてしまう。

その

他

追加
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

77 68 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
24

種類別明細書

（閲覧用）
非課税コード ①：要件追加 ①：新規意見 実装すべき項目 ⑥：住民サービス向上 特例同様に、一品明細ごと非課税適用資産について印字しているため

一品ごとの明細は、特例コード、特例率（標記は

99/99）、非課税コード、減免コード、減免率

（標記は99/99）の出力を想定している

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 修正 報告

機能要件上の以下の記載との整合をとるため、印字項目一覧に摘要欄に印字する項目として「一品ごとの適用する非課税類型」を追加す

る。

3.1.10.

次年度向け償却資産課税台帳の情報を基に償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・種類別明細書（閲覧用）が一括で作成でき

ること。

…

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

J市 K市 デジタル庁 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
償却以

外・償却

の別

I市分類用フラグ
帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） A市 B市 C市 D市 E市 F市 G市 H市

優先度

WT構成員　回答集約

連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要

否

（質問・報告）

対応内容 質問内容
区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

J市 K市 デジタル庁 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
償却以

外・償却

の別

I市分類用フラグ
帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） A市 B市 C市 D市 E市 F市 G市 H市

優先度連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）

78 69 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
24

種類別明細書

（閲覧用）
減免コード ①：要件追加 ①：新規意見 実装すべき項目 ⑥：住民サービス向上

特例同様に、一品明細ごと減免適用資産について印字しているため

納税義務者との応対時に説明資料として使用するため

一品ごとの明細は、特例コード、特例率（標記は

99/99）、非課税コード、減免コード、減免率

（標記は99/99）の出力を想定している

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 78/79 要検討 質問 WT構成員に要否確認。
種類別明細書（閲覧用）について、「一品ごとの適用する減免類型」を印字する必要があるか確認させてください。

印字する場合は、摘要欄への印字を想定しております。

反

対

条例による減免の場合でも所有者からの申請に

基づき実施するため、印字の必要は無いと考えま

す。

また、特例と減免が重複した場合も考慮すると、

印字場所も確保できないため、あえて印字する

必要は無いと考える。

賛

成

その

他

不要。 必要あります。 賛

成

賛

成

その

他

減免には一品別に適用するものと一人別に適用

するものとがありますが、後者については種類別

明細書（閲覧用）に印字することができないと

考えられます。この点、１人別に適用された減免

に係る情報については帳票に印字されない旨、

帳票に注釈を付加することで、納税者に説明す

ることが可能とすることができれば賛成です。

賛

成

減免制度は課税標準額を減ずる制度ではない

ため、種類別明細上での表記が必須とまでは言

えないと思われるが、表示されていたほうが納税

義務者が内容を理解しやすいので、表示されて

いるほうが良いと思われる。

賛

成

納税義務者・職員いずれにとっても申告内容を

把握しやすくなるため賛成です。

印字があればありがたい。 賛

成

必須ではありませんが、あれば有用と考えます。 その

他

追加

【事務局方針】

賛成多数のため反映いたします。

種類別明細書（閲覧用）について、「一品ごとの適用する減免類型」を実装してもしなくても良い印字項目として要

件化する。

印字する場合は、摘要欄へ印字する。

償却

971 596 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
25

種類別明細書

（減少資産

用）（専用紙

かつ複写式）

10 数量 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 -

※　備考を想定

「減少した部分に対応する数量」を記載する。

⑥：住民サービス向上

種類別明細書（減少資産）の取得価額については、様式欄外含め明確に定義されて

いない状況である。そのため、団体の運用によっては、「減少した部分に対応する数量」か

「減少後の数量」か記載方法が混在しているところ。標準化を機に統一することで、ベン

ダー仕様による団体間の記載方法の違いの解消はもちろんのこと、複数市町村へ申告す

る事業者を中心に負担軽減となると思われる。「減少した部分に対応する数量」若しくは

「減少後の数量」とすることでも問題なし。

なお、Ｓ５８．１０．１３の自治省税務局長通知記載の別途送付資料「固定資産

税（償却資産）申告の手引」によると、「前年度に減少した数量」を記載することとされて

いる。

左記のとおり。

自治体間で記載方法が異なると、特に複数市町

村へ申告する事業者を中心に負担となってしまう

（団体間で申告方法を変更しなければならな

い）。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度2

971/972/97

5/976/978/

979

追加 報告

種類別明細書（減少資産用）の注意書きとして以下の記載を追加する。

「減少した部分に対応する数量並びに取得価額をご記載ください。」

※機能連番840と同様の論点

Ｓ５８．１０．１３の自治省税務局長通知記載の別途送付資料「固定資産税（償却資産）申告の手引」によると、取得価額について

は『「減少分の取得価額」を記載すること』のとおり、種類別明細書（減少資産）の数量及び取得価額については、「減少した部分に対応す

る数量並びに取得価額」について記載することととなっている。

その

他

追加
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1781 1007 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
25

種類別明細書

（減少資産

用）（専用紙

かつ複写式）

39

減少の事由及

び区分（１ 全

部　２ 一部）

③：要件削除 ①：新規意見 減少の事由及び区分（１ 全部　２ 一部） 削除 ⑥：住民サービス向上

今回、新規に「異動事由（１ 全部　２ 一部　３　修正）」が追加されたことにより、重

複項目となるため。

<帳票通しNo.26,27も同じ＞

―
④：スクラッチ開発で実

装
優先度4 修正 報告 ご意見のとおり、「減少の事由及び区分（１ 全部　２ 一部）」欄を削除する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2988 1355 固定資産税 帳票要件 25
償却サマリ入力

確認リスト
⑥：表現の見直し ①：新規意見

代替可否（内部帳票）

・代替不可

代替可否（内部帳票）

・EUCで代替可
⑤：過剰な要件

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

EUC可となっているその他リストとの運用の差が見いだせない。
優先度2 修正 報告 ご意見のとおり、EUC代替可の帳票とする。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2989 1356 固定資産税 帳票要件 28

償却プレ申告

未作成義務者

一覧

⑥：表現の見直し ①：新規意見

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を作成していない納税義

務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告を希望した

納税義務者であるものの、課税対象となる償

却資産がない場合などプレ申告を作成しない

納税義務者の一覧表で、納税義務者の氏

名・名称が記載されている。

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を作成していない納税義

務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告対象の納税

義務者であるものの、課税対象となる償却資

産がない場合などプレ申告を作成しない納税

義務者の一覧表で、納税義務者の氏名・名

称が記載されている。

⑤：過剰な要件

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

「プレ申告を希望した」という表現は実運用と合わないと判断。プレ申告に関する希望事務

（eLTAX）はないと理解しており、前年実績（前年にプレ申告があったか）によって対象

となるかが決まるシステム実装としている。

プレ申告の希望が実務上あり得る場合「2-3_業務フロー_固定資産税.pdf」に表現すべ

き。

優先度2 修正 報告

ご意見を踏まえて、「償却プレ申告未作成義務者一覧」について、以下のとおり修正する。

修正前：

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を作成していない納税義務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告を希望した納税義務者であるものの、課税対象となる償却資産がない場合などプレ申告を作成しない納税

義務者の一覧表で、納税義務者の氏名・名称が記載されている。

修正後：

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を作成していない納税義務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告対象の納税義務者であるものの、課税対象となる償却資産がない場合などプレ申告を作成しない納税義務

者の一覧表で、納税義務者の氏名・名称が記載されている。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2990 1357 固定資産税 帳票要件 29

償却プレ申告

作成済義務者

一覧

⑥：表現の見直し ①：新規意見

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務

者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告を希望する

納税義務者のうち、償却資産のプレ申告を既

に作成した納税義務者の一覧表で、納税義

務者の氏名・名称が記載されている。

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務

者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告対象の納税

義務者のうち、償却資産のプレ申告を既に作

成した納税義務者の一覧表で、納税義務者

の氏名・名称が記載されている。

⑤：過剰な要件

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

「プレ申告を希望した」という表現は実運用と合わないと判断。プレ申告に関する希望事務

（eLTAX）はないと理解しており、前年実績（前年にプレ申告があったか）によって対象

となるかが決まるシステム実装としている。

プレ申告の希望が実務上あり得る場合「2-3_業務フロー_固定資産税.pdf」に表現すべ

き。

優先度2 修正 報告

ご意見を踏まえて、「償却プレ申告作成済義務者一覧」について、以下のとおり修正する。

修正前：

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告を希望する納税義務者のうち、償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務者の一覧表で、納税義務者

の氏名・名称が記載されている。

修正後：

帳票概要（帳票の用途）

償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務者を確認するための帳票。

当該年度の償却資産のプレ申告対象の納税義務者のうち、償却資産のプレ申告を既に作成した納税義務者の一覧表で、納税義務者の氏

名・名称が記載されている。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3153 1483 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
30

償却申告案内

（汎用紙）※

賦課期日前の

申告案内

14 申告期限 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

備考　曜日まで印字する。

内容　申告期限

例：令和４年１月３１日（月）

帳票レイアウト

申告期限： XZ9.Z9.Z9

帳票レイアウトの修正 ⑧：業務精度向上 曜日の印字エリアがないかと思います。
③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 ○ 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3173 1502 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
30

償却申告案内

（汎用紙）※

賦課期日前の

申告案内

8

お問い合わせ先

提出先・お問い

合わせ先

⑥：表現の見直し ①：新規意見

内容

提出先・お問い合わせ先

桁数/行

9

内容

【提出先・お問い合わせ先】

桁数/行

13

⑧：業務精度向上 帳票レイアウトと一致するよう見直しが必要と思います。 提出先・お問い合わせ先を視認しやすくする。
③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 共通 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3174 1503 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
30

償却申告案内

（汎用紙）※

賦課期日前の

申告案内

14
共通

申告期限
②：要件変更 ①：新規意見

桁数/行

9

桁数/行

14
⑧：業務精度向上 第2.0版で内容の記述が変わったため、14桁無いと桁落ちする可能性があります。 申告期限を視認しやすくする。

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

557 366 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
31

償却申告案内

（はがき）
9

納税義務者情

報-

納税通知書等

送付先情報-

送付先の郵便

番号

②：要件変更 ①：新規意見 納税通知書等送付先情報 償却資産申告書等送付先情報 ⑧：業務精度向上 送付先の郵便番号のみ中分類が納税通知書等送付先情報となっている。 ー

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度2 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

84 75 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
32

申告はがき（明

細なし）
16

（回答欄）修

正・増減なし・

廃棄等の別

①：要件追加 ②：前回記載意見 実装すべき項目 実装すべき項目 ⑤：過剰な要件 「該当する方に○」を追加 「該当する方に○」を追加出力して運用する想定

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度3 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

※AI-OCRの影響も考慮して検討。

その

他
修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2459 1269 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
32

申告はがき（明

細なし）
16 回答欄 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 修正・増減なし・廃業等の別 修正及び資産増減なし・該当資産なし ⑥：住民サービス向上

使用している自治体が少ないとの事だが、文言を変更することにより簡易申告書として使用

する事が出来るようになり、使用する自治体も増える。
年間15,000件

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 修正 報告

ご意見を踏まえて文言を修正いたします。

「申告はがき（明細なし）」　印字項目「修正・増減なし・廃業等の別」

修正前：修正・増減なし・廃業等の別

修正後：修正及び資産増減なし・該当資産なし

その

他

「廃業等の別」は削除したのでしょうか？

当市としては設けていた方が利便性が高まるので

すが、設けるようでしたら「廃業、解散、・・・等」と

「（事由発生）年月日」欄も併せて設けてほし

いです。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2991 1358 固定資産税 帳票レイアウト 33
申告はがき（明

細あり）
①：要件追加 ①：新規意見 レイアウトに通知本文を配置。 ⑥：住民サービス向上

他のはがき要件同様に、通知本文がなければ、納税者がなにをすればよいかわからない。

諸元表には項番30で「通知本文」項目があるが、レイアウトに配置されておらず、印字ス

ペース確保の観点も含めて再整理いただく必要があると判断。

優先度2 修正 報告 ご意見を踏まえて通知書本文の記載欄を帳票レイアウトに明記する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3001 1368 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
37

償却資産の申

告について（催

告）

15 備考 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 （圧着はがき）※賦課期日後の申告案内

その他編集条件

　

「※記入欄のため記載なし」などの記載を行っ

てください。

　

以下帳票も同様です。

償却資産の申告について(催告)はがき※賦課

期日後の申告案内

償却資産の申告について(催告)汎用紙※賦

課期日後の申告案内

⑧：業務精度向上

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

他帳票の備考は、それ以外の項目の編集仕様として備考欄への印字が定義されている

か、「※記入欄のため記載なし」などシステムで印字しないことを明確化していると理解しま

すが、当帳票はその記載（「※記入欄のため記載なし」の記載）がないため。

「空白」の備考項目については、他項目に「備考欄へ印字」という仕様があったのでなにかし

らシステム印字想定があるという意味で「空白」で、「空白」以外は、システム印字想定が

ないから記載があるのだろうと推察。

しかし「償却資産の申告について（催告）」に関しては、他項目に「備考欄へ印字」という

仕様がないにも関わらず「※記入欄のため記載なし」「印字無し」「記入スペースのみ」と

いった記載がないので、記入漏れではないか。

優先度2 修正 報告 申告書・種類別明細書と同様に、備考欄に「※記入欄のため記載なし」の記載を追加いたします。

その

他

修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。

※催告関係の通知は返送を想定していない帳票のため対応不要。

償却

3051 1408 固定資産税 帳票要件 37

償却資産の申

告について（催

告）（圧着は

がき）

①：新規意見

1.0版No.41

償却資産の申告について（催告）（圧着は

がき）※賦課期日後の申告案内

1.0版No41,42,43

「※賦課期日後の申告案内」という名称に違和感があるのですが、「賦課期日」とは、次

のうちどれを指しているのでしょうか？

　　・１月１日

　　・当初納税通知書の発行日（４月１日、５月１日等）

　　・１月３１日（償却資産申告書の提出締め切り）

要確認 要検討 報告

ご指摘のとおり帳票名称を以下のとおり修正いたします。

※はがき、汎用紙も同様。

修正前：償却資産の申告について（催告）（圧着はがき）※賦課期日後の申告案内

修正前：償却資産の申告について（催告）（圧着はがき）※申告期限後の申告案内

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2992 1359 固定資産税 帳票要件 47

新規・廃業事

業者チェックリス

ト

⑥：表現の見直し ①：新規意見
主な出力条件

・開業・廃業の別を指定できること。

法人住民税情報を利用する旨を記載。

合わせて、「2-3_業務フロー_固定資産

税.pdf-3.1」で法人住民税情報を利用する

旨を表現。

⑧：業務精度向上

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

開業、廃業に関する項目の保持要件は、機能要件に記載がないと理解しており、そうであ

れば、法人住民税の情報を元に判断する想定であると推察するため。

優先度2 修正 報告

ご指摘のとおり記載を明確化する。

3.1.8.枝番2に以下の項目を追加する。

帳票要件の備考欄に以下の項目で判別する旨を明記する。

3.1.8.枝番2

償却資産に係る新規対象者を把握するため、法人住民税システムと連携し、法人住民税システム上で現年度に新規に設定された以下の法

人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム上の償却資産課税台帳に反映できること。

＜法人基本情報＞

…

・収益事業開始年月日及び廃止年月日

賛

成

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2993 1360 固定資産税 帳票要件 48
過年度明細書

登録もれ一覧
⑥：表現の見直し ①：新規意見

主な出力条件

・開業・廃業の別を指定できること。

法人住民税情報を利用する旨を記載。

合わせて、「2-3_業務フロー_固定資産

税.pdf-3.1」で法人住民税情報を利用する

旨を表現。

⑧：業務精度向上

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

開業、廃業に関する項目の保持要件は、機能要件に記載がないと理解しており、そうであ

れば、法人住民税の情報を元に判断する想定であると推察するため。

優先度2 修正 報告

ご指摘のとおり記載を明確化する。

3.1.8.枝番2に以下の項目を追加する。

帳票要件の備考欄に以下の項目で判別する旨を明記する。

3.1.8.枝番2

償却資産に係る新規対象者を把握するため、法人住民税システムと連携し、法人住民税システム上で現年度に新規に設定された以下の法

人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム上の償却資産課税台帳に反映できること。

＜法人基本情報＞

…

・収益事業開始年月日及び廃止年月日

賛

成

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3108 1463 固定資産税 帳票要件 52

共有者氏名表

（償却資産）

（外部用）

②：要件変更 ①：新規意見 用紙サイズ：A4縦 用紙サイズ：A4横
「共有者氏名表（償却資産）（外部用）」について、用紙サイズがA4縦となっている

が、帳票レイアウトをみるとA4横であるため。（記述誤りとみられる）

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 修正 報告 ご指摘のとおり帳票要件上の記載をA4横に修正する。

その

他
修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

574 383 固定資産税 帳票レイアウト 68
納税通知書

（償却資産）
14 口座振替情報 ②：要件変更 ①：新規意見

納税義務者情報（送付先）の下部に口座

振替情報が印字されている。

口座振替情報を通知の右下等、納税義務者

情報から離して印字する。
⑥：住民サービス向上

納税義務者情報（送付先）の下部に口座振替情報が印字されていると、窓空き封筒を

使用した際に、窓空き部分から容易に口座情報を覗き見ることができてしまう。個人情報

保護の観点から、安易に口座情報が見えないよう、通知の右下等に印字することが望まし

いため。

ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 土地家屋 要検討 報告 土地家屋での検討に合せる。

その

他

要検討
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2421 1242 固定資産税 帳票要件 68
納税通知書

（償却資産）
①：要件追加 ①：新規意見

用紙（外部帳票）

専用紙

用紙サイズ（外部帳票）

不定形

用紙（外部帳票）

専用紙又は汎用紙

用紙サイズ（外部帳票）

不定形又はA4縦

⑥：住民サービス向上

・住民は内容を読み取りやすくなり、問い合わせをしなくて済むため。

・汎用紙とすることで、特殊な用紙サイズを加工できる後処理機械が不要となり、経費削

減につながるため。（5年間の経費総額で38.63％減）

用紙（外部帳票）

汎用紙

用紙サイズ（外部帳票）

A4縦

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 土地家屋 要検討 報告 土地家屋での検討に合せる。

その

他

要検討
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1662 959 固定資産税 帳票レイアウト 104

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計なし）

区分 ②：要件変更 ①：新規意見 構造物 構築物 構造物ではなく構築物ではないかと思われる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

要確認 修正 報告 資産区分の「構造物」を「構築物」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1663 960 固定資産税 帳票レイアウト 105

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計あり）

区分 ②：要件変更 ①：新規意見 構造物 構築物 構造物ではなく構築物ではないかと思われる。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

要確認 修正 報告 資産区分の「構造物」を「構築物」に修正します。

その

他
修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

332 199 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
107

更正（価格）

決定通知書

（償却資産）

26
更正前の評価

額
②：要件変更 ①：新規意見 更正前の評価額 更正前の価格

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

　地方税法第417条の規定により、価格等の決定又は修正を行いこれを固定資産課税

台帳に登録した場合には、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税

の納税義務者に通知しなければならないとされています。

　そのため、「評価額」ではなく「価格」を印字した通知を送付する必要があると思います。

印字項目を「評価額」⇒「価格」に修正する。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度1
332/333/33

4/335
修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

566 375 固定資産税 帳票レイアウト 107

更正（価格）

決定通知書

（償却資産）

新規 更正事由 ②：要件変更 ①：新規意見 ー 「更正事由」の枠を作成すべきと考える。 ⑧：業務精度向上
帳票印字項目に更正事由と記載があるが、レイアウトの様式内には、更正事由に該当す

る項目がないため。
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 修正 報告 ご指摘のとおり、所有者欄の下に「更正事由」欄を追加する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1117 671 固定資産税 帳票レイアウト 107

更正（価格）

決定通知書

（償却資産）

①：要件追加 ①：新規意見

　税額更正を通知するための帳票。

　指定した任意の期間内に償却資産課税台

帳上の情報の更正があった資産（償却資

産）の一覧表で、更正対象となった資産につ

いて、更正前後の情報が記載されている。

　税額更正を通知するための帳票。

　対象となる納税義務者に係る固定資産税の

更正前後の年税額等が記載されている。

　指定した任意の期間内に償却資産課税台

帳上の情報の更正があった資産（償却資

産）の一覧表で、更正対象となった資産につ

いて、更正前後の情報が記載されている。各

資産に係る更正前後の情報については、更正

理由（増加・減少・項目修正）、対象資産

の資産番号、種類、名称、数量、取得年月、

取得価額、耐用年数、評価額、課税標準額

とする。

⑥：住民サービス向上

　賦課・価格の決定通知書について、1.0版のように1つの帳票に集約していただきたい。

帳票が分かれることで、通知書の封入作業に要する時間の増加や誤封入の危険性が高

まることにつながると考えられるため。

　また価格の通知部分については、各資産に係る更正が生じた理由や更正した項目につい

て記載できるようにしていただきたい。納税義務者（代理人税理士など）からの問い合わ

せ件数の減少、納税義務者に対して説明に要する時間の削減につながると考えられるた

め。なお、レイアウトは通しNo.101の帳票のようなイメージで、1ページで表示できる資産

数はできる限り多いほうが良いと考えております。

　本市では年間で約1,500の納税義務者に対し

て、左記の修正案に近い様式の更正通知書を作

成し送付しておりますが、そのうち約1割について

は、後に通知内容に係る問い合わせがあります。

　もし現在の案どおりの帳票での運用となれば、価

格決定に至った根拠が納税義務者に伝わらず問

い合わせが倍増し、業務効率や住民サービスの質

の低下につながるのではないかと危惧しておりま

す。

②：現行システムでカス

タマイズを実施している

帳票

優先度2

567/33/568

/569/710/7

11/712/111

7

要検討 質問 ４自治体から類似のご意見を受けたため、要検討。

更正（価格）決定通知書の償却資産に係る項目について、明細行の記載粒度を確認させてください。

①明細行不要（償却資産の合計価格の更正前後の金額が記載されればよい。）

②資産の種類別（１～６種）

③更正のあった資産１品

その

他

①明細行不要　と考えます。 ① その

他

① ① 賛

成

① その

他

③

当市では、更正内容に関する問い合わせを減ら

すため、提出された種類別明細書のコピーに更

正対象資産をマーカー塗りし、更正の通知ととも

に送付することで問い合わせを減らす対応を取っ

ていることから、③が良いと考える。

なお、電算処理事業者については、一品ごとの

資産情報をシステムに登録せず合計の課税標

準額等のみ入力していることから、更正のあった

資産1品ごとの情報を通知書に記載することはで

きないと考える。

その

他

①：G市では、各年度の当初決定価格・課税

標準額と、修正後の決定価格・課税標準額を

記載しています。

賛

成

　本市としては①で事足りると考えているが、②③

となった場合でも、不都合があるわけではない。た

だし、電算処理方式の場合は、更正のあった資

産をシステムに入力していないため③の運用を行

う場合、手間が増えてしまう。

その

他

②

現行システムでは資産の種類別明細が印字され

ていますが、

当市では更正（価格）決定通知書を使用して

いません。

①明細行不要。 その

他

② その

他

変更なし

【事務局方針】

明細行不要（償却資産の合計価格の更正前後の金額が記載されればよい。）とする団体が多数のため、要件の変

更は行いません。（償却資産として1行のみ記載。）

償却

549 358 固定資産税 帳票レイアウト 110
償却資産証明

書
ー 所在地 ①：要件追加 ①：新規意見 項目なし 所有者欄の下に「資産所在地」項目を追加

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

償却資産の資産所在地は課税台帳登録事項となっており、証明すべき事項に含まれてい

る。当該帳票以外の証明書（108固定資産税（償却資産）公課証明書　等）には

当該項目が存在する。

ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 追加 報告 ご指摘のとおり追加する。

その

他

「資産所在地」は申告情報ではありますが、実際

には申告書に記載がないことが多いため、所在地

の証明をすることが難しく、項目を追加しなくても

よいと考えます。

また、複数の所在地（多ければ100を超える）

が記載されていることもあり、その場合も証明書に

全て記載することは難しいと考えます。

その

他

追加
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

555 364 固定資産税 帳票レイアウト 110
償却資産証明

書
ー

工具器具及び

備品
⑥：表現の見直し ①：新規意見 工具器具及び備品 工具、器具及び備品（読点の追加）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

工具、器具及び備品が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 ご指摘のとおり追加する。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1221 728 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
110

課税証明書

（都計あり）
11 氏名又は名称 ①：要件追加 ①：新規意見 「氏名又は名称」と表記されている 「名前又は名称」と表記する ⑥：住民サービス向上 住民にわかりやすい表記とするため

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 修正 報告 ご指摘のとおり追加する。

その

他

住民にわかりやすい表記にするため、「氏名」→

「名前」に修正するとのことですが、「氏名」のまま

でもわかりやすいと考えます。他の帳票も「氏名ま

たは名称」であることから、表記を統一させるため

にも「氏名」のままで良いと考える。

その

他

修正
【事務局方針】

土地家屋での検討に合せ、修正しない。
償却

1552 897 固定資産税 帳票レイアウト 110
課税証明（都

計あり）
10

納税通知者情

報

住所又は所在

地

⑥：表現の見直し ①：新規意見 所有者 納税義務者 ⑥：住民サービス向上 所有者死亡等に伴う現所有者に対応するため。
適切な表記とすることで，課税説明が容易とな

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 土地家屋 要検討 報告 土地家屋での検討に合せる。

その

他

要検討
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1553 898 固定資産税 帳票レイアウト 110
課税証明（都

計あり）
11

納税通知書情

報

氏名又は名称

⑥：表現の見直し ①：新規意見 所有者 納税義務者 ⑥：住民サービス向上 所有者死亡等に伴う現所有者に対応するため。
適切な表記とすることで，課税説明が容易とな

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 土地家屋 要検討 報告 土地家屋での検討に合せる。

その

他

要検討
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

556 365 固定資産税 帳票レイアウト 113
評価証明書

（償却資産）
ー

工具器具及び

備品
⑥：表現の見直し ①：新規意見 工具器具及び備品 工具、器具及び備品（読点の追加）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

工具、器具及び備品が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「工具器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

3188 1517 固定資産税 帳票レイアウト 113
評価証明書

（償却資産）

課税標準額

（円）
⑥：表現の見直し ①：新規意見 課税標準額（円）の列が存在する。 （列削除） ⑦：業務効率化 諸元表に課税標準額の列はありませんので、諸元表に合わせて列を削除してください。 評価証明書には課税標準額を印字しない。

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他
修正

【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

550 359 固定資産税 帳票レイアウト 114

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計なし）

ー 構造物 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 構造物 構築物

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

構築物が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「構造物」を「構築物」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

552 361 固定資産税 帳票レイアウト 114

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計なし）

ー
工具器具及び

備品
⑥：表現の見直し ①：新規意見 工具器具及び備品 工具、器具及び備品（読点の追加）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

工具、器具及び備品が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「工具器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

551 360 固定資産税 帳票レイアウト 115

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計あり）

ー 構造物 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 構造物 構築物

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

構築物が正しい ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「構造物」を「構築物」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

553 362 固定資産税 帳票レイアウト 115

公課証明書

（土地・家屋・

償却資産）

（都計あり）

ー
工具器具及び

備品
⑥：表現の見直し ①：新規意見 工具器具及び備品 工具、器具及び備品（読点の追加）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

工具、器具及び備品が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「工具器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却



修正前 修正後
分類（選択肢から選

択）
詳細

重複意見

（連番）

類似意見

（連番）

他業務確認

（該当○）

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

構成員確認（WT）要

否

（質問・報告）

対応内容 質問内容
区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

区

分
詳細

要件修正方針

（追加、修正、削除、変

更なし、要検討）

修正内容

J市 K市 デジタル庁 WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針
償却以

外・償却

の別

I市分類用フラグ
帳票レイアウ

ト関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） A市 B市 C市 D市 E市 F市 G市 H市

優先度連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票No. 帳票名 項目番号 項目名称

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）

554 363 固定資産税 帳票レイアウト 118
公課証明書

（償却資産）
ー

工具器具及び

備品
⑥：表現の見直し ①：新規意見 工具器具及び備品 工具、器具及び備品（読点の追加）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

工具、器具及び備品が正しい
ー

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度1 修正 報告 資産区分の「工具器具及び備品」を「工具、器具及び備品」に修正します。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2699 1309 固定資産税 帳票レイアウト
13,14

15,23

償却資産申告

書
- 件数 ⑥：表現の見直し ①：新規意見 件数 数量

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

地方税法第381条 第５項

市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者

（第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされ

る者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同

じ。）の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければ

ならない。

種類別明細書の行数を集計するならば件数として

もよいと考えるが、左記のとおり地方税法には数量

を登録しなければならないとされているため。数量

で統一すべきものと考える。

④：スクラッチ開発で実

装
優先度1 修正 報告 ご指摘のとおり修正する。

その

他

種類別明細書の資産数の確認に使用できるた

め、実務としては件数（行数）の方がよい。

現行のeLTAXでも件数（行数）となっている。

その

他

修正
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

2700 1310 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表

13,14

15,23

償却資産申告

書
ー ー ①：要件追加 ①：新規意見 ー

構築物（建物付属設備）

機械及び装置

船舶

航空機

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

及び合計欄における

件数（数量）

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

償却資産申告書（償却資産課税台帳）については、帳票レイアウトにおいて（ト）課税

標準額の欄の右側に「件数」の項目が追加されたが、追加された「件数」においては、印

字項目が無いため、追加が必要。

なお法対応の根拠は前項目に記載。

ー
④：スクラッチ開発で実

装
優先度1 追加 報告 ご指摘のとおり追加する。

その

他

種類別明細書の資産数の確認に使用できるた

め、実務としては件数（行数）の方がよい。

現行のeLTAXでも件数（行数）となっている。

その

他

追加
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1586 931 固定資産税 帳票レイアウト 新規4

減免決定通知

書（償却資

産）

納税通知書情

報

氏名又は名称

⑥：表現の見直し ①：新規意見 所有者 納税義務者 ⑥：住民サービス向上 所有者死亡等に伴う現所有者に対応するため。
適切な表記とすることで，課税説明が容易とな

る。

①：現行システムでパッ

ケージ標準で実装して

いる帳票

優先度2 土地家屋 要検討 報告 土地家屋での検討に合せる。

その

他

要検討
【事務局方針】

対応方針のとおりとする。
償却

1782 1008 固定資産税
帳票印字項目・諸元

表
新規4

減免決定通知

書（償却資

産）

25 資産区分 ②：要件変更 ①：新規意見 明細の資産区分 ⑦：業務効率化

「資産の区分」欄に何が印字されるか不明確なため、明記する必要があると考えます。

（考えられうる区分）

①　「資産の種類」（1 構築物/2 機械及び装置/3 船舶/4 航空機/5 車両及び運搬

具/6 工具、器具及び備品）ごと。⇒最高６行

②　減免該当の資産すべて⇒１行～

　　この場合、土地家屋のように各資産を特定できるような出力欄がないため、追加が必

要。

①が望ましいと思われ、その際、他の欄は、以下

のように修正するのはいかがでしょうか。

・「資産の区分」→「資産の種類」

・「資産ごとの減免相当税額」は「資産の種類ごと

の減免相当税額」

（ただし、帳票No.82・85「減免決定通知書

（土地・家屋・償却資産）」における当該欄は

「土地」「家屋」「償却」となっているため、資産の

種類ごとではなく、償却資産として１行となってしま

う想定か。）

③：現行システムでは

使用していない帳票
優先度4 1782/3075 要検討 質問 要検討

①減免決定通知書（償却資産）において、「減免事由」と「開始時期」が印字されていれば、明細行は不要であるか確認させてください。

②明細行が必要な場合は、どのような区分けで印字しているか確認させてください。

その

他

①明細行不要　と考えます。 不要 その

他

現状、明細行は不要と考えます。 明細行は不要です。「減免事由」と「開始時期」

が印字されていれば十分です。

賛

成

①明細行は必要です。

②E市の場合は、

「税目」→土地・家屋・償却資産のいずれか印

字

「所在/資産名称」→土地家屋は所在、償却資

産は資産名称を印字

「地目/構造/資産の種類」→それぞれの内容を

印字

「地積/床面積/数量」→それぞれの内容を印字

「減免の理由」

を印字しています。

賛

成

現在当市の減免承認通知書には、減免事由や

開始時期が分かる項目は記載していますが、明

細行はないため、不要。

賛

成

①明細行は不要であると考えます。G市では、資

産ごとの明細行を印字しておりません。

②－

①明細行は不要。 反

対

全資産の明細は必要ないと思いますが、最低で

も減免ごとの該当資産の合計評価額の記載は

必要であると考えます。

当市でも、資産の所在地・減免別資産数・合計

評価額の印字をおこなっています。

①不要である。 賛

成

①資産の種類ごとの明細があるほうがよい。

②本市では現行、減免決定通知書はありませ

ん。

その

他

変更なし
【事務局方針】

明細行不要とする団体が多数のため要件の変更は行いません。（償却資産として1行のみ記載。）
償却



参考：連番1785


